
不明な点、解釈に迷う点などがある場合はお問い合わせください。

※この書面は本申請の有無に関わらず、該当するキャラクターを申請希望された全ての
方へ送付しております。

ワンダーフェスティバル実行委員会

 当社とのライセンスは、『各ディーラー様と東映株式会社の直接契約』となります。ただし、
本申請書の提出まではワンダーフェスティバル実行委員会を通じて手続きを行っていただき
ます

 １商品につき、１キャラクターまで。複数のキャラクターをセット売りという形式で1商品に
落とし込むのはNGです。１ディーラーあたりの申請点数は１アイテムが上限となります。
【追加】

 日本国外への展示、販売に関しては全てNGとなります。【追加】
※ 本申請以降に直接ご連絡いただきました場合も個別の対応はできませんのでご注意く

ださい。

 イラストなど実際のスーツを参考としていないものは申請不可です。

 本申請写真／画像は原型または組み立て状態（彩色なし）を必須とします。

 本申請用の原型画像は前後左右および正面アップの画像をアップロードしてください。

 監修物をバイク便でお送りいただくことはできません。ご配送いただいた場合、一旦拝受い
たしますが、開封せずに返送し且つバイク便でのご配送が確認できた段階で該当者の契約ご
申請も打ち切りとさせていただきます。【追加】

 ワンダーフェスティバル2026［夏］への出展物の監修物締切は2026年7月13日(月)となります。
締切までに監修が完了されなかった出展物は契約の締結を致しかねますのでご注意ください。
【追加】

※ 実行委員会への本申請締切は【2026年5月12日(火)】です。

 【彩色品の販売】【完成品の販売】【1/1スケールの制作・販売】の許諾は行っておりません。

 他社製作・管理キャラクターおよび市販フィギュア（Pinky:st、ねんどろいど等）のフォー
マットを使用した商品は許諾できません。

 本年度を含む過去５年間に放送・上映された作品に登場するキャラクターの許諾は行ってお
りません。【追加】

■ 東映(株)様管理の
キャラクターを申請希望された方へ ■

今回のワンダーフェスティバル2026[夏]にて申請をご希望された、東映(株)様管理の
キャラクターについて、下記のとおり申請ガイドラインが規定・提示されております。
内容をご確認のうえ、必ず遵守くださいますようお願いいたします。
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